
（予告）中小企業賃上げ緊急一時支援事業

対象

【県内事業者の声】 囲みをつける

・原材料高騰や売上げ減少により、賃上げはかなり厳しい。（多数）
・利益を経費に回しているのが現状。人件費への補助がほしい。

（会津若松市：製造業）

・物価高騰に利益を削って対応しており、これ以上は賃上げできない。（製造業）

内容：1,018円以下で雇用していた労働者（雇用保険被保険者に限る）一人につき3万円を、企業等に今回に限り助成。

要件：①令和7年9月5日（答申日）～令和8年1月1日に
時給を1,018円以下から1,033円（改正後の最低賃金）以上に引き上げていること。 ※支給日は２月でもOK

②県内に事業所を有する中小企業等。個人事業主、医療・介護・農林水産業、公益法人、協同組合等も含む

運営：

特設の事務局が、受付から

問い合わせ対応、支給まで行う。

スケジュール：

２月中旬要項公開。２月最終週

から受付開始、5月31日まで受付。

※予定人数(32,000人)に

達し次第終了

申請方法：

電子申請のみ。賃上げ前後の

賃金台帳等を添付して申請

申請方法等

※最低１月以上、引き上げ後の

賃金支給実績があること。

※申請後１年間は

雇用を継続する見込みであること。
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お問い合わせメールアドレス

office@f-chinage.jp
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